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はじめに　

　平成２３年度より横浜国立大学大学院教育学研究科

は大幅な改組・再編が行われる。「より高度で実践的な

能力を備えた教員の養成」をめざし、これまでの９専

攻から教育デザインコース、特別支援・臨床心理コース

の２専攻となり、コア科目「教育デザイン」、必修科目「教

育インターン」という従来にない授業を導入したユニー

クなカリキュラムがスタートする。これは、学問体系の

枠組みに基づく縦割り構造による教育を転換し、諸学

を横断して教育実践を捉えるという横割りの視点で高度

な能力を持つ教員の養成を図ることを意味する。これ

により、本大学院では、アカデミック中心な学びから実

践と理論の往還を図った多様な学びのスタイルを意図し

た教育へとシフトし、横浜国立大学の基本理念の「実

践性」「先進性」「開放性」「国際性」を踏まえた、全

国有数の教員養成の拠点となるべく新たな一歩を踏み

出した。

　カリキュラムの変更に伴い、評価の方法も当然従来と

は違ったものになる。従来のアカデミックなシステムで

は、あらかじめ蓄積された知識や技術を学生に伝え訓

練させることが学びのスタイルであり、教員によるトッ

プダウンによる一方向的評価が一般的かつ効果的な方

法とされている。一方、新大学院においては、大学院

生が学習者の状況を把握し、それに合わせた柔軟なカ

リキュラムを構築することが求められること、またその

結果を踏まえ、自身の知識や能力向上のためのフィード

バックシステムを確立することが必要であるため、大学

教員によるトップダウンの評価よりも、学生自身による

自己評価をベースとした双方向的評価システムが有効で

あると思われる。しかし、これを具体的にどのように行っ

ていくのかについては、前例がほとんどないこともあり、

「走り出してみなければわからない」暗中模索の段階で

ある。よって、まず必要なことは、本学の教員が大学院

の新システムの理念を十分理解した上で、評価のパラダ

イム変換を共有するとともに、評価観に関して十分なコ

ンセンサスを得ることでないだろうか。

　本学大学院が置かれている現状を踏まえ、本稿では、

評価の「システム」や具体的な「方法」を提案すること

よりも、そこに至るまでの評価に関する理念的考察を行

い、事例紹介と分析、および今後の展望について本学

の大学院教育に関わる当事者の立場から私見を述べる

ことにしたい。

１　新教育学研究科における評価と問題点

（１）教育デザイン力

　新たに発足する教育学研究科は「教育デザイン」とい

うコンセプトをカリキュラムの根本理念として掲げ、「教

育デザイン」の能力を身につけさせることを主たる目的

としている。よって評価するものは「教育デザイン力」

であり、いかに「教育デザイン力」が身についたかどう

かということになる。

　では具体的にこの「教育デザイン力」とはどういうも

のだろうか。公式パンフレットでは、「現代社会を見据え、

近未来社会の諸問題と深く関わった教育カリキュラム構
4 4 4 4 4 4 4 4 4

築能力
4 4 4

」「授業や学級・学校、地域連携に関する教育の

プランとプロセスをデザインできる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」「現場に必要な新

しい教育のあり方や方法を研究開発していくこと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（傍

点筆者）と定義されている1）。また、これに先立って公

表された新大学院ワーキンググループ(WG)の文章では、

「自ら教育の現実に対応し改善しうる実践を生み出す想
4

像力とその具体
4 4 4 4 4 4 4

を指し、授業が学級・学校・地域連携

といった教育のプランとプロセスを設計すること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（傍点

筆者）と述べられている2）。これらより「教育デザイン力」

とは「カリキュラム生成能力」であり、状況に応じて様々

な実践を生み出していく「想像力」と実行力であると定

義され、いかにこれらが達成できたかどうかが評価の対

象となるといえるだろう。

　これらを踏まえると、カリキュラム生成能力とは単に
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学習プロセスを時系列に並べた教育プログラムを紙の上

で作ることではない。少なくとも以下の３つの能力が要

求されるのではないか。すなわち「日常生活や臨床現場

で生じる問題を、科学的、学問的に解明する」能力3）、

その問題を解決するための必要十分な知識や技能、そ

して目的を達成に導くための実行力、実践力である。よっ

て「教育デザイン力」の評価とは、少なくともこれらの

３つの側面を合わせた総合的・包括的なものでならな

ければならない。

（２）「教育デザイン力」評価の隘路

　しかしこれら３つを評価することは簡単なことではな

い。まず、一人ひとりがカリキュラムを作るためのノウハ

ウやテクニックをどのように教育していくのかというシス

テムや方法論が大学院側に十分に確立されているとは

いい難く、またそれらの多くの部分を個々の教員に委ね

ているので、具体的な評価基準を作ることが極めて困

難である。よってより主観的な評価にならざるを得ない

側面がある。また、カリキュラムを実践し、成果を検証

することを短期間で行うことは拙速となるおそれがあり、

在学中の限られた期間において「教育デザイン力」を評

価するためには、様々な点において妥協を余儀なくされ

ることは免れないであろう。

　筆者が何よりも難しいと感じているのは、最初のス

テージである「問題の現状把握」の評価である。問題

認識は、教育目標やレベルをどう定めるかによって、一

事例においてさえもその中身は大きく異なってくる。ま

た、教える個人の能力、バックグラウンド、性格によっ

ても、状況の捉え方は著しく変わるといえるだろう。多

くの変数が存在する教育現場において「問題の現状把

握」をどう確定していくか、これは教育の分野を超えて、

社会全体の問題を捉えることに等しく、一個人の能力を

大きく超えるものである。

　さらに、実践の成果の評価をどう行うかについても問

題の現状把握と同じく困難な課題である。成果に対す

る評価は、目標やレベル設定によって変化するだけでな

く、評価する人によっても異なる。また、実践者自身に

おいても時間経過によって評価が異なる場合もあり、一

実践の評価を安易に確定することは慎重になるべきであ

る。

　このように、「教育デザイン力」を評価することは、い

ずれのステージにおいても容易ではない。しかし、大学

院の授業は目前に迫っており、待ったなしで評価を行わ

なければならないという現実を避けて通ることはできな

い。

（３）２つの評価方法

　現時点において「教育デザイン力」を評価するために

有効な方法は２つあると思われる。一つは、評価される

側（学生、大学院生）と評価する側（教員等）が 常時コミュ

ニケーションをとりながら教育場面の認識と判断を共有

し、認識や判断に関するコンセンサスを確立しておくこ

と、今ひとつは、過去の事例研究を十分に行いながら、

自身の実践を結果から遡って価値判断を行うことであ

る。これは「プラクシス」理念に基づく評価システムであり、

医者、弁護士等の高度専門職業従事者が実際に行って

いる評価方法の一つである。これらの職業に関わる人

たちは、それぞれにおいて目指すべきゴールがあり（手

術の成功、訴訟の勝利等）、それに向かって専門知識、

技能あるいは権力を用いて高度な価値判断を行い、解

決に向かって実践を行う。直面する状況はどれ一つとし

て同じではなく、各状況に応じたオリジナルな処方、解

決が求められる。その際、過去に蓄積された解決方法

が「事例」として参照され、最も効果的な「戦略」が決

定される。

　ここで重要なことは、問題認識と解決に向けての「戦

略」が関係する人々の間で「共有」され「コンセンサス」

が確立していることである。たとえ、その時の状況判断

が主観的なものであったとしても、当事者間で合意形成

がなされている限り、その判断は妥当であると判断され、

それに基づく具体的な解決方法は評価者を含む「他者」

と共有される。その後、成果を踏まえたフィードバック

が行われ、因果関係の分析をふまえた最終の評価が決

定される。評価結果は個別事例（ケーススタディ）であ

ると同時に共有すべき事実として将来の問題解決のた

めのデータベースとして機能する。これらの一連のプロ

セスにおいては絶対的な「正解」や「真実」は存在せず、

その場において決定した内容が暫定的な「解決法」と

なる。その後成果のフィードバックをふまえ、成功事例

の判断や認識が「妥当である」とされるのである。

　これらを本学大学院に適用するとすれば、状況把握

と状況判断においては、大学院生と指導教員の間に常

に情報の共有とコンセンサスがなければならない。しか

し現実は、両者間で完全な共通理解を得ることは難し
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いのではないだろうか。実際、経験と知識で勝っている

（はずである）大学教員の判断が常に的確であるとは限

らないし、両者で意見をつきあわせてもなお多くの重要

な問題点を見落としているケースもあるだろう。その場

合、評価者と被評価者が上下の立場で対峙するのではな

く、目的を共有する協働関係として関わることが重要に

なってくるだろう。蓄積された過去の事例をリソースとし

ながら両者で互いに知恵を出し合い、ベストの解決方法、

プロセスを見いだしていく。それでも解決の糸口を見い

だすことが難しい場合は、スタッフを増やすことも考え

られる。状況把握と問題認識において「共有」と「コン

センサス」が確立され、協働関係のなかで問題解決に

向かうこと、これこそが本研究科における評価の核心で

あり、中心的スタンスとなるべきであろう。

（４）大学教員に課せられる「チャレンジ」

　一方でこのような評価方法を実施する場合、チャレン

ジを強いられるのは大学院生よりもむしろ教育にあたる

大学教員ではないだろうか。「教育デザイン」の授業の

評価は、従来のような知識や技能を一方的に伝達する

ような従来の教授方法とは異なる思考と行動規範が求

められるからである。

　まず、教員の問題認識や状況把握は絶対的・一方向

的でなくなる。教員は大学院生の意見に対してアドバイ

スする立場ではあるものの、教員の考えや認識を共有す

るためには大学院生からの合意が必要となる。同時に

大学院生の意見や認識を教員は尊重することが求めら

れる。誰が立場的に優位にあるのかということが問題で

はなく、何が最適の認識であるかが最優先されなけれ

ばならないからである。

　第二に、大学教員による恣意的な評価が行われる余

地がほとんどなくなる。根拠のない評価基準を設定し、

恣意的な評価を行うことはシステム的には現在も可能で

ある。しかし「教育デザイン」の評価においては、常に

大学院生および他者と情報を共有しながらプロジェクト

を進行させることが求められる。また、成果のフィード

バックおよびそれに基づく分析内容は公開され、評価す

る側の見識やレベルの検証も可能となるので、教員は自

分勝手な評価は難しくなるだろう。「教育デザイン」の

評価は教員が単独で行うというよりも評価される大学院

生を含むプロジェクトメンバー、現場の児童・生徒や教

員を含む多くの関係者の合意のもとに、代表者として行

なわれると考えられる。

　そして、教員自身も実践者として教育現場に関わらざ

るを得ない状況となる。協働関係にある大学院生と常

にコミュニケーションをとりながらコンセンサスを確立し

ていくためには、彼らとの緊密なコラボレーションが求

められ、傍観者でなく、参与観察者として教育現場に

関わらなければならないであろう。時には自らが現場で

児童や生徒を指導したりすることも必要かもしれない。

これらは一部の大学教員にとっては自身の生活スタイル

の見直しさえも迫られるのではないだろうか。

　以上、「教育デザイン力」の評価方法は、それが総合

的・包括的であること、双方向的かつ相対的であるとい

う点で従来の大学院における評価方法とは一線を画す

ものである。一方、このような評価方法の大幅な改革は、

従来の我が国の教員養成カリキュラムが「教育デザイン

力」をどうしても育成することのできない構造的問題を

内包していることを示唆するものでもある。わが国の教

員養成システムが持つ構造的課題とは何か、根上氏の

論文を基底として、筆者の専門である音楽科の立場から

次節で述べることにする。

２　わが国の教員養成における構造的課題−根上論文

を基底として

（１）根上氏の指摘

　昨年度発行された『教育デザイン研究』創刊号にお

いて、数学者である根上生也氏は「虚しい優等生を卒業

してから教師になろう！」という刺激的なタイトルの論文

で今日の教員養成学部と教育現場が抱える問題を鋭く

指摘した4）。氏の主張は以下の５点に要約されるだろう。

1　数学者（専門家）は「教育現場を知らない」「子ども

たちを数学者にするわけではない」という批判を現

場の教師から受け、数学教育の専門家や現場の教

師（教育者）は「数学を知らない」と批判される。

これは「お決まりのパターンの応酬」である。

2　ダメダメ数学者は学問的な内容にしか関心を示さ

ず、数学を通じて人間形成をするという観点で教育

を語ることができない一方、ダメダメ先生は数学的

な概念を理解せずに解答の手順を仕込むだけであ

り、その状況を「子どもたちを数学者にするわけで

はないから」と正当化したがる。
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3　人間は本来生まれながらに備わっている数理的能力

があり、それは自分の目の前にある事柄の原理や

構造を直接理解する力である。これを「基礎数学力」

と呼ぶ。

4　教員養成大学は学んでいることの本質を理解してい

ないが点数は取れる学生＝「虚しい優等生」を多

数入学させている。そのような学生は、教師となっ

て自身の「劣化コピーを量産」しているが、悪意に

満ちているわけでなく、よかれと思っているので「始

末が悪い」。

5　その結果、学校教育は人間が本来持っている能力＝

「基礎数学力」を活用する機会をわざわざ奪ってし

まっている。

　これらの記述は具体的なデータや資料の裏付けがな

く、内容をそのまま受け取ることができない読者も少

なからずいるだろう。しかし、根上氏の指摘は長年教

員養成の実態を観察してきた氏のリアリティに他ならな

い。筆者は根上氏の意見にはほぼ同感である。という

のも、ここで述べられている内容はそっくりそのまま「数

学」を「音楽」に置き換えられるからである。

（２）音楽科における教育現場と教員養成（学部）に関

わる諸問題

1　音楽家（専門家）は「教育現場を知らない」「子ども

たちを音楽家にするわけではない」という批判を

現場の教師から受け、音楽教育の専門家や現場の

教師は「音楽を知らない」と音楽家から批判される。

これは「お決まりのパターンの応酬」である。

　音楽の専門家は一部の例外を除き、児童や生徒がど

のようなスケジュールでどのように授業を受けているか、

学校教育現場の日常をほとんど知らない。そのような状

況の中、児童や生徒の演奏を鋭く批判したり、専門教

育と同じような「本格的な」指導をする場面が多々見ら

れる。その際双方から出てくるリアクションが上記の内

容である。教員からは「現場（の大変さ？）を知らない

くせに・・」、音楽家からは「もう少し音楽の専門技術が・・」

と内心それぞれ思いを抱き、両者間に深い溝が生成さ

れる。そして決して埋まることのない溝となり、毎年毎

月毎日どこかで「お決まりのパターンの応酬」が再生産

されている5）。

　この問題は、学校の音楽教育では技術のトレーニン

グが必要かどうか、あるいは音楽の授業は技術よりも児

童・生徒の喜びや満足を最優先にさせたほうが良いのか

という「技術主義」と「心情主義」の対立の構図である。

そこには、児童や生徒は専門家にはならないのだから

技術はそこそこにして、音楽の「楽しさ」をまず味わわ

せるべきという強い現場からの考えがある。教育現場は

このような「二項対立」として問題を捉える場合が多い

ように思われる。しかし、どんな平易な演奏でも演奏技

術を伴わないものはないこと、音楽の「楽しさ」として

音楽の演奏技術や理論を習得することも含まれるという

点において上記の対立項は成立しない。筆者の見解は「あ

れかこれか」ではなく「どちらも」大切であり、おろそ

かにできないと考えている。

2　ダメダメ音楽家は音楽専門の内容にしか関心を示さ

ず、音楽を通して人間形成をするという観点で教育

を語ることができない一方、ダメダメ先生は音楽を

理解せずに演奏の手順を仕込むだけであり、その

状況を「子どもたちを音楽家にするわけではないか

ら」と正当化したがる。

　①と関連するが、一般に芸術家は自分の弟子を自ら

の後継者として捉える場合が多い。その際に重要なの

はなによりも「技術の伝達」であり「芸の継承」である。

もちろん作法や礼儀や心構えは不可分なものとして付随

するが、基本的には継承者の選抜というゴールに向かっ

て弟子同士で競争が行なわれる。音楽の専門教育を行

なう音楽大学やコンセルバトワールも主目的は才能ある

音楽家を見出して育てることであり、それ以外の者は原

則切り捨てられる。このような競争に勝ち残った音楽家

が教師となった時、自分の後継者を育てるという意識を

捨てて児童や生徒を教えることはまずできないであろう。

　実はプロの音楽家のみならず、音楽大学を卒業した

学校現場の教師の多くは個人レッスンを主体とした専門

家教育のシステムによって教育を受けている。教員の中

には、児童や生徒一人ひとりの人間形成よりも、音楽の

才能のある児童や生徒を重んじ、他の生徒から「えこ

ひいき」していると思われてしまう場合がある。また通

常の授業よりもクラブ活動の指導にウェイトを置き、コ

ンクールでの上位成績入賞を必死に目指している教員も

存在する。



評価　―	教育学研究科改組にあたって	―	

62

　一方、音楽があまり得意でない教員は、例えば歌唱

指導において「音程」や「リズム」を正確に歌わせるこ

とよりも、「大きな声で」「元気よく」歌わせることに主

眼を置く。多くの場合、手っ取り早く模範の CD を聴か

せてそれに合せて歌わせる。重要なのは、外から見て

児童や生徒がいかに「楽しそうに」歌っているかであり、

彼らの内面的な音楽する喜びを高めたり、よりよいもの

にしようとする指導はほとんど見られない。

3　人間は本来生まれながらに備わっている音楽的能力

があり、それは自分の目の前にある音の原理や構

造を直接理解する力である。これを「基礎音楽力」

と呼ぶ。

　この内容も音楽にそっくり適用される。世界的に有名

な音楽教育体系である「鈴木メソッド」「コダーイメソッド」

「オルフシステム」「ダルクローズメソッド」はいずれもこ

の考えに基づいている。例えば、歌唱において最初に出

てくる音パターンは、幼児が出す声域を踏まえた「ソーミ」

である。また、音楽の専門的訓練を受けていない児童・

生徒でも、聴いた旋律を楽譜なしで正確に歌うことがで

きたり、ビート（拍）に合せて正確にリズムを刻むことも

できる。そして音楽の原理や構造が順序立てて紹介さ

れ、無理なくそれらが身につくような構成となっている。

このような音楽の指導で重要なことは、人間の本来持っ

ているそれらの能力を最大限に伸ばしていくこと、自ら

がその自身の能力を自覚し、成長させて行くことである。

決して、予め決まった内容やパターンを、子どもの状況

やバックグラウンドを省みずに押し付けていくことが音

楽の教育ではない。そこにはよく訓練された教師の指導

技術に負うところも少なくない。

4　教員養成大学は学んでいることの本質を理解してい

ないが点数は取れる学生＝「虚しい優等生」を多

数入学させている、そのような学生は、教師となっ

て自身の「劣化コピーを量産」しているが、悪意に

満ちているわけでなく、よかれと思っているので「始

末が悪い」。

　国立の教員養成大学の音楽科に入学する学生の多く

は、学力も高く、特にピアノを幼少時から習っている。

その結果ほとんどの学生はピアノを中心とした音楽感覚

が形成されていく。具体的には鍵盤の特定の位置を「ド」

として認識する「固定ド」の感覚が身についているが、

それが２種類ある「ド唱法」（固定ド唱法、移動ド唱法）

の一つであることをほとんどの学生は知らない。

　学習指導要領においては「移動ド唱法」で教えること

が義務づけられているものの、教員の多くは教え方を知

らず、自身が親しんできた「固定ド唱法」で教えている。

しかし、ピアノ等の専門教育を受けず、絶対的な音の高

さを認識する感覚がない児童・生徒にとって「固定ド唱

法」は非常に歌いづらい唱法である。しかし、教師は

彼らの感覚に寄り添うことができず、そのままになって

しまう。児童や生徒はこれについていけずに落ちこぼれ、

結果として音楽に対する劣等感を抱き始める。

　また多くの学生は、授業において「いかに楽しく歌わ

せるか」「どのような表現の工夫をするのか」ということ

に気持ちを取られてしまい、「なぜ歌うのか」「何のため

に歌うのか」という音楽の原点を忘れがちである。学生

は、音楽教師になる動機として「自分が音楽を好きだか

ら」と答え、「音楽で人間形成をしたい」「音楽の素晴ら

しさを子どもたちに伝えたい」と考える学生は数が少な

い。

　この点、中学校や高等学校時代、音楽系クラブで指

導的な役割を経験した学生は少し異なる。彼らはリー

ダーシップがあり、また音楽を教わる側の心情やつまづ

きに敏感であり、状況に合せた指導の工夫ができる場

合が多い。集団の指導に慣れており、大学入学時に既

に指導者としての経験を積んでいる「お得な」人材であ

るといえる。

5　その結果、学校教育は人間が本来持っている能力＝

「基礎音楽力」を活用する機会をわざわざ奪ってし

まっている。

　典型的な例は合唱の実践である。小学校および中学

校の教師の多くは授業において平易な二部合唱でさえも

ハモらせることに苦労している。最初から難しいと決め

つけてしまっている教師も多い。これは教育現場におい

て「大きな声」で歌わせることに多くのウェイトがかけら

れており、「他人の声をよく聴いて」「ピッチを合わせて」

という指導が全くといっていいほどおこなわれていない

ことに原因があると思われる。一つの音を全員で合わせ

る「ユニゾン」唱すらほとんどできない場合が多い。周
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りの相手の声をよく聴いて声を出すという習慣がないか

らである。この「ユニゾン」唱ができれば、小学校低学

年においても二部合唱や三部合唱に移って美しくハモら

せることはそんなに難しくない。それは、まさに人間が

本来持っている「基礎音楽力」を妨げずに引き出してい

るからに他ならないからである。

（３）２つの構造的問題点

　以上、根上論文における指摘、およびそれを基底と

した音楽科教員養成の問題の分析によって、わが国の

教員養成が抱える２つの構造的な問題が浮かびあがって

くる。

　まず、教員養成における「専門志向」と「実践志向」

の二項対立の呪縛から抜け出ていないという現実であ

る。専門に強い教員を育てるべきか、それとも児童や

生徒の実態をよく知り、現場中心のフィールドワークが

豊富な「実践的な」教員を育てるべきかという議論はこ

れまで繰り返されてきた問いである。これはすなわち教

育観や現状把握、問題認識に関して、教科専門に関わ

る教員と教科教育および教育科学に関わる教員との隔

たりが未だ小さくないことを示唆するものであろう。両

者の間には問題意識や目指すべきあり方のイメージがバ

ラバラで、「共有」と「コンセンサス」が十分に成立して

いないと思われる。これが解決されない限りこの問題は

解消することはないだろう。

　二つ目は、教師自らカリキュラムを作成する機会が大

学時代を含めてほとんどないことである。わが国の学

校教育は文部科学省が定める学習指導要領＝国定カリ

キュラムによって行われている。学習指導要領は拘束力

を持ってすべての教師が従うことを求める。教師が学習

指導要領から逸脱した指導をすることは認められない。

逆に学習指導要領に添って指導を行えば、自らカリキュ

ラムを考える必要がなく、目的や教材が予めセッティン

グされている「レディーメード」の授業をするだけでよい。

しかし、これでは教師が保有する最も重要な「権力」で

ある「カリキュラム編成権」を放棄していることに等しい。

教師の指導の大部分がどの教科においても手順や工夫

に偏っているという専門家や外部からの指摘も、そうな

らざるを得ない状況があるのも確かである。

３　「教育デザイン」から見た今後の展望

　上記２つの問題はいずれも学部段階において起こって

きた事象であり、これらが今回の「教育デザイン」の構

想に至った要因の一つである。しかしながら、学部段

階における教員養成においては、教員免許法による取

得単位の縛りが厳格であること、学生の必修取得単位

が多いこと、学生が能力的に未成熟であることなどによ

り、現行制度において「教育デザイン」の授業そのもの

を学部教育に直接持ち込むことは困難である。よって、

本稿の前半で論じた「教育デザイン力」評価の視点から

これらの問題解決に向けての一見解を提示し、大学院

のさらなる充実化に向けての方向性を考える。

（1）	専門志向と実践志向の二項対立図式からの脱却を

めざして

　専門志向と実践志向は相容れないものではなく、共

存するものであることを共通理解させることが不可欠で

ある。内容の専門性が高いほど、それがわかり易く伝え

られた場合大きなインパクトをもつことは言うまでもな

い。そして、教科専門の教員と教科教育・教育科学の

教員の間で、状況把握と問題認識を共有すること、話

し合いを十分に持つことが必要である。そしてゴールの

方向と内容についても両者間で意思疎通を十分に計っ

ておく。

（2）	自身のオリジナルなカリキュラムをどうつくるか

　学生の場合、まずは学習指導要領にとらわれない指

導目標と教材を選択させる。学生単独で行なわせるので

はなく、指導教員も一緒にこのプロセスを見守っていく。

知り合いの児童や生徒を対象にプライベートに指導を行

なう。現職の教員の場合には、自身の最も得意な教科

の得意な分野を選び、学習意欲の高い児童や生徒を想

定する。そのプロセスにおいて同じ職場の同僚、上司を

はじめつながりのある大学教員の人々に逐次評価をして

もらう。

（３）大学院における教員養成の充実化にむけて

　「教育デザイン」の理念に基づく大学院レベルでの教

員養成は産声をあげたばかりである。今後、必要になっ

てくる制度や戦略について３点挙げておきたい。

　まず優れた学生のリクルートを行なうこと。入学試験

とは別枠で、優れた資質をもった教師候補生に奨学金

を与えて入学させる。教育は人材が全てであるからであ

る。もちろん単に成績が優秀だけの「虚しい優等生」
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は排除し、性格、体力、気力どの点においても高いレ

ベルの学生を優遇する。次に、依然として二項対立図

式が見られる教師の専門的能力と実践的能力をつなぐ

ための研究を推進する。既存の学問にはこのようなテー

マを扱ったものは見当たらず、様々な分野の専門家によ

る特別のチームを編成することが必要と思われる。そし

て、学部と大学院のカリキュラム上の連続性を目に見え

る形で実現し、出来るだけ早く６年制教員養成に移行で

きるような体制を整えておくことが必要であろう。先述

のように、現行の教員養成システムでは、大学の学部段

階において「教育デザイン」のカリキュラムが入る余地

がない。６年間のスパンのなかで「教育デザイン」を一

貫して取り入れられることは、今後の教員養成において

最優先で取り組んでいくべき課題であろう。

おわりに

　「教育デザイン」という新しい理念による大学院での

教員養成が本学大学院で開始されるにあたり、「教育デ

ザイン力」をいかに評価するか、わが国の教員養成の

根源的課題は何か、そして今後の方向性について述べて

きた。協調と協働のもとに、意思決定から実践、評価

までをオープン化し、共有するという「教育デザイン」

の評価システムは、本大学院だけでなく、学部、小学校、

中学校、高等学校などあらゆる教育機関で用いられる

べきであろう。「教育デザイン」とは「人間形成全体の

見取り図」6）とも言える。「教育デザイン」の思想が隅々

まで浸透したとき、社会は教育によってよりダイナミック

に変容するのではないか。一人ひとりの教育行為は社会

の大海原につながっている。
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